
市町村における児童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会   

（子どもを守る地域ネットワーク）の設置状況等について（概要）   

本調査は、平成21年4月1日現在の市区町村（東京都の特別区を含む。以下同じ。）の児童  

家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の設置  

状況等について把握したものである。  

【児童家庭相談業務】  

○ 相談窓口に従事する職員数  

相談窓口に従事する職員数は、全国で6，842人となっている（前年度比12人増）。  

うち、一定の専門資格を有する者は4，411人（同125人増）となっている。   

※平成20年度において、全国の市区町村が受け付けた児童家庭に関する相談受付件数は27万364  

件（前年度比1，483件減）であり、このうち、児童虐待に関する相談受付件数は5万1，620  

件となっている（同1，500件増）（「平成20年度社会福祉行政業務報告」による）。   

【要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の設置状況】  

○ 地域協議会又は児童虐待防止ネットワークの設置率  

地域協議会又は児童虐待防止ネットワークを設置している市区町村の割合は97．6％   

（前年度比3．5％増）となっている。  

○ 地域協議会の調整機関担当職員数  

全国で4，938名（前年度比404人増）となっており、そのうち、一定の専門資格   
を有する者は2，588人（同275人増）となっている。   

○ 地域協議会におけるケースの登録数  

地域協議会におけるケースの登録数は全体で101，318件であり、そのうち、要保   

護児童ケース登録数が75．378件（74．4％）、要支援ケース登録数が24，946   

件（24．6％）、特定妊婦ケースの登録数が994件（1．0％）となっている。  

また、要保護児童ケースのうち児童虐待が48，128件（47．5％）となっている。  
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市町村の児童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会  

（子どもを守る地域ネットワーク）の設置状況等について  

（平成21年4月現在）   

本調査は、平成21年4月1日現在の市区町村（東京都の特別区を含む。以下同じ。）の  

児童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）  

の設置状況等について把握したものである。  

○ 人口規模区分別市区町村数、該当人口  

（平成21年4月1日現在）   

人口規模区分  か所   【前年度】   該当区分での合計人口   

市  区  787   【791】  

人口30万人以上   65   【65】   28．937，017人  （22．5％）  

人口10万人－30万人未満   205  【199】   33．266，390人  （25．9％）  

人口10万人未満   517   【527】   27．447．002人  （21．4％）   

町  801 【808】   12．162．234人  （9．5％）   

村  191  【193】   899，115人  （0．7％）   

指定都市（政令指定都市・児童相談所設置市）  19  【19】   25．686．085人  （20．0％）   

計  1．798 【1．811】   128，397，843人  （100．0％）  



Ⅰ 市区町村における児童家庭相談業務の状況について  

1．相談窓口（主たる相談窓口）の設置場所について   

市区においては、家庭児童相談室が設置されている児童福祉主管課又は福祉事務所に窓  

口を設置している所が、人口規模30万人以上では83．1％（当該区分の総数に対する  

割合、以下同じ）、10万人以上30万人未満では86．4％、10万人未満では87．2％  

となっている。   

町村部においては、児童福祉主管課、母子保健主管課又は児童福祉・母子保健統合課に  

相談窓口を設置している所が、町では87．8％、村では87．5％となっている。   

指定都市においては、従来から児童相談所を中心に児童家庭相談を担ってきたところで  

あるが、指定都市内の区福祉事務所等に児童家庭相談窓口を設置し、重層構造にしている  

所が84．2％となっている。  

（上段：該当区分での割合  下段：市区町村数）  

規 模 区 分  

人口30万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 末弟市区  人口10万人 未満市区  町   
合 計  

村  指定都市   

①児童福祉主管課   
493！i  585Ii  644％  553％  456，i  330！i  105，i  

38   132   286   365   63   2   886   

②母子保健主管課  
10，i   02，も   69ヽ   63，i   53ヽ   39，i  

2   55   12   

7了％   491i   54，i   35こ）＼   482，i   158！i   234％  ③児童福祉・母子保健統合課  
5   10   28   283   92   3   42l   

④福祉事務所  246Ii   220，i   319Iも   86％  421！i   133！i  

（家庭児童相談室）  16   45   165   5  239   

⑤福祉手務所  15！i   05，i   21％  10，i  08，i  

（家庭児童相談室を除く）  
2  15   

15，i  02，i   5、6％   5．8％  
⑥保健センター  

32％  

45   58   

15！i   39，i   29，i   26！i  
⑦教育委員会  

28％  

3   20   23   5  51   

⑧市設置の保健所  

05！i  
⑨市設置の児童相談所  

05！‘   158！i   0：）＼  

3   5   

⑩障害福祉主管課  02，i  1．0＼  1．OIi    0．6！（  
8   2  

⑰その他   
62！i   54，i   08！も   21％   16＼   105＼   23！i  

4   4   17   3   2   41   

合 計   
100†も   100，i   100％  100＼  100，i  100％  100，i  
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2．主たる相談窓口の担当職員について   

主たる相談窓口に従事する相談担当職員は、全国で6，842名配置されている。内訳  

は、一定の専門資格を有する者（①～⑧）が4，411名（64．5％）、そのうち、児童  

福祉司と同様の資格を有する者（①～④）が1，041名（15．2％）となっている。  

（上段：該当区分での割合  下        段：人数）  

規 模 区 分  

人口30万人 以上簡区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区  町   村  指定都市   合l十  

①  170！i   37Ii   29ヽ   206†i  tO5ヽ  児暮福祉司と同様の資格を有する舌  

（②、③又は④に該当する者を除く）   
106   187   168   84   12   161  718   

②  01，i   01！i   01Ii  01ヽ  01ヽ  

医師  

0   2  

③  1■ヽ   84％  40％  97ヽ  63Ii  29，i  16，i  
社会権祉士  

62   89   48   36   6   50  271   

④  14†i   04％   06！i   02，i   06，i  0．7％  08％  
精神保健福祉士  

5   15   7   14   5   ヰ7  

小計  
248≠   138ヽ   46％   278Ii  152％  

（（D～⑧の計）  271％      80％  
（児童福祉司と同様の資格を有する者）  

173   272   224   136   19   217  l．041   

（9  
保健師■助産蘭・■護師  

163％  192％  93ヽ  66，i  324％  J＝3Ii  

（①に該当する看を除く）  
65   102   108   739   171   127  1．312   

⑥  
教員免許を有する者  

183％  271％   34％   12I（   100Ii  132，i  153！i  

（①に故当する看を除く）  
98   201   44l   78   78  901   

⑦  121，i   70％   67％  102l  
保育士  153，i  144l      85，i  

（①に該当する看を除く）  
98   158   197   160   35   52  700   

（診  86，i   18，i   12！i   136，i  67ヽ  ①－⑦に記載の資格を有しない  

社会福祉主事   
69   97   140   40   5   106  457  

小計  757ヽ   505，i   568％   743，i  645≠  787％    681％  
（（む～⑧の計）  

503   830   1．110   l．153   235   580  4．41l   

⑨  240％   478，i   413％   168，i  295，i  ①～⑧に記載の資格を有しない  

一般事務職員   
81   153   391   1．091   171   131  2．018   

⑩  79，i   17†i   1gl   90，i  60Ii  86†i  104†i  
その他  

55   114   128   38   8   70  413   

合 計   1000％  1000，i  1000％   1000，i   1000％  1000†i  1000Ii  
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●都道府県（指定都市含む）別、主たる相談窓口の担当職員  

三暮県   126  36  2  16   13   17   2   31   9   

激暮県   15  7  12   1D   6   4   

京都府   58  6  10   10   8   4   16   

大阪府   186  63  22   4   13   7   31   14   26   6   

兵止れ   154  18  21   34   18   37   10   

奈良県   89  4  24   10   4   32   

和歌山県   80  9  25   6   4   28   6   

九取県   3  19   7   5   20   2   

島根l■   63  6  4   2   24   4   3   13  

岡山県   93  14  22   21   18   3   

広島県   74  14  3   3   10   9   4   

山口県   60  12  2  4   9   3   4   21   5   

憶島県   3  20   10   7   1 16  3   

香川県   18   3   3   

愛媛県   72  3  14   8   19   1 25  2   

高知県   8f〉  7   24   6   21   9   

手l同県   185  10  3   3   33   2：I   22   6   81   4   

佐井県   43  3  6   14   3  15   

4  長嶋l■   3   1ヰ   4   6   21   7   

熊本県   118  9  35   2   46   ヰ   
大分県   75  4  5  3   20   10   5   23   5   

宮崎県   82  3  2   26   19   3   26   

鹿児島県   126  6  16   10   8   5   69   

沖縄県   86  8  7  16   8   30   5   

札幌市   10  4  

仙台市   16  3  3   8   

さいたま市   26  3  3   2   5   

千葉市   12  6  6  

横浜市   90  18   18   18   18  18   

川崎市   5  

新潟市   25  7   2   2   

静岡市   4   4  3   

名石覆市  印  9  4  

浜松市  26  16  5   3   

東都市   98  59  7   31  

大阪市   122  28  9  3   18   †   12   25   20   

堺市   5  7  3   5  

神戸市   5  2   68  5   75  

広島市   2  3   7   2   13   

北九州市   36  4  9   7   2   

福岡市   20  7  3   6   2   

檎須賞市   31  31  

金沢市   26  12  5  2  4   

合計  6．842     718   5  271   47  1．312  901  700  457  2．018  413   

割合  1000ヽ     †0，5％  0．11  4．0％  0．7％  19．21  13．21  10．2％  8．7％  29．5！i  6．0，i   

（参考・平成  20年康）  

合計  12  52  

割合   
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●都道府県（指定都市含む）別、職員の正規・非正規、専任・兼任数   

主たる相談窓口に従事する職員は、正規職員が4，636名（67．8％）、また専任職  

員は2，893名（42．3％）配置されている。  

北濃；■   62t；   78   8も9，i   ‖．1≠  

■森！■   98   10   98†ヽ   9．3ヽ  18   gO   16．7％   83．3I   

岩手県   58   23   7D．9≠   29，1！i  19   60   24．1l   75．91   

宮廷l■   92   28   76丁ヽ   23．81  3丁   83   30．8l   69．2l   

】扱【ヨi■   56   33   629％   37．11i  39   50   43．8l   56．2≠   

山形l■   75   18   806％   19．4≠  

睾■▲l■   

23   70   24．7％   丁5．3≠  

157   32   831ヽ   16．9％  48   1J‖   ■25．4l   了4．6l   

茨城県   丁7   ¢0   56．2％   4‡．8l  64   73   46．7Ii   58，31   

栃太l■   76   40   65．5l   34．5l  45   38．8l   61．2l   

】首尾l■   83   24   7－．6％   22．4ヽ  33   74   30．8％   89．2≠   

槍玉県   183   78   70．1％   29．9l  1†l   147   43．71i   58．3≠   

羊・士l■   127   97   5671（   43．3％  131   

1真如   

93   58．5l   41．5ヽ  

303   232   56．6ヽ   43．4l  464   86．TIi   1〇．3l   

さl豪川■   83   68   55，Ol   45．0≠  90   61   59．6l   ■0＋l＼   

】腋濃l■   63   39   61．8％   38．2≠  42   60   41．2l   58．8l   

‡9  13  750，i  25．Ol    24  28  ■8．2＼  53．鍋   
右Il‖■   39   10   79．6％   20．4％  

さ■井l■   

24   2S   49，0≠   51．0≠  

25   17   59．5≠   40．5％  20   22   47．8l   52．4l   

山型l■   61   24   Tl．8≠   28．2，i  32   53   37．6I   82．4l   

書fIl■   145   67   68．ヰl   31，6％  82   130   38，丁ヽ   61．3≠   

l睦．■l■   80   38   67．8Il   32．2≠  

■f田！■   

34   84   28．8％   Tl．2ヽ  

61   S2   54，01i   46．0■  58   55   51．3≠   48．7ヽ   

＝言－   120   78   60．8≠   39．4≠  103   95   52．01i   48．01i   

83   

滋tl■   

ヰ3   65．9≠   34．1％  68   58   54．0％   4¢．Ol  

52   34   も0．5ヽ   39．51  

▼ ‘こ   
51   35   59．31   ■0＋？ヽ  

28   30   48，3％   51．7≠  30   28   51．7l   ●8＋ユヽ   

大飯府   †15   71   81＋8ヽ   38．2≠  1ヱ1   85   65．1≠   34．9l   

鼻l暮l■   75   79   48．7≠   5l．3％  75   79   48．7l   51．3ヽ   

嚢良眞   68   ヱ1   76．ヰ≠   21．6Ii  24   65   27．Ol   7：】．Ol   

細緻山■   66   14   82．5％   17．5，l  

山二l■」L   

1丁   6ユ   21．3l   78．8Ii  

49   

‥・iJ一L   

12   80，3，i   19．7ヽ  14   4丁   23．Ol   7丁．OI（  

52   82，5，i   17．5l  12   51   19．0≠   81．Ol   

岡山県   58   35   82．4≠   37．6≠  42   51   45，2l   54．8ヽ   

広▲県   4ヰ   30   59．5％   40．5，l  21   53   之8．4ヽ   Tl．61   

L山口l■   37   23   6l．Tl   38．3Ii  22   a8   36＋丁ヽ   83．3l   

香川l■   

± ■L  43  18  70．5％  29．5ヽ    23  38  37．丁～  82．3，i  
31   73．8Ii   26．2≠  35   T6．7％   83．3≠   

l■   53   19   73．6≠   26．4l  36   36   50．0≠   50＋0ヽ   

1■知れ   5ヰ   32   8i＋8ヽ   37．2！i  32   54   37．2，l   62．8≠   

蕃■蘭l■   130   55   70．3≠   29．7，i  

佐tl■   

53   132   28．もヽ   71．4l  

25   18   58．1l   41．91  18   25   」＝．91   58．1，i   

tlll■   44   27   62．0，i   38．0†i  

触太l■   

35   36   49．3％   50．7ヽ  

9l   27   77．11l   22．9％  32   86   27．1l   72．9≠   

大分t■   42   33   56．0≠   44．0，i  46   29   61．3％   38．71   

含l■l■   ¢4   18   丁8．0≠   22．0，i  

慮児．■】■   

22   60   26．8Ii   7‡．2l  

93   38   73，8，i   26．2ヽ  37   89   29．4l   70．6ヽ   

沖ill■   48   38   55．8l   44．2≠  36   50   41．9l   58．1≠   

きIl■市  10  100．0ヽ  10  100．D％  

仙台市  16  100．01i  16  1000ヽ  

さいたま1有   †6   10   6l．5l   38．51l  9   17   34．6≠   65．4l   

千t市   6   6   50．0，i   50．0†‘  6   ＄   5．ol   50，0ヽ   

】●法話   36   54   40．0≠   60．0≠  90  100，0≠   

川l■市   丁   125ヽ   87．5％  7   87．5ヽ   12．5ヽ   

新漏市   21   4   84．0≠   16．0，i  25  100．OIi   

■同市   6   6   50．0ヽ   50＋0ヽ  8   ヰ   68．7†i   38．31   

浜松 12   2   85．7，i   14．31  8   6   57．1≠   42，9l   

名舌」t市   17   9   65．4％   34．＄≠  2¢  1000ヽ  

東亜詣   56   42   57．T≠   42．9l  98  100．Dl  

大阪市   74   48   60．7≠   39．3％  80   42   65．6！i   34．4ヽ   

且市   6   15   28．6，i   11．4，i  21  100．Ol  

戸市   148   13   91．81i   8．2≠  】59  100．0ヽ   

広▲市   16   13   55．2ヽ   4ヰ．8％  13   】6   ll＋8＼   55．2l   

北九州市   丁   29   19．4ヽ   80．6％  36  100．OIi   

字■同市  20  100．0≠  20  100．0ヽ  

丑頚t市   28   3   90．3Ii   9．7ヽ  31  100．Ol  

金沢市  18  8   69．2≠   30．8l  22  4  84．6≠   15．4ヽ   

合計  4．838  2．206   6丁．8ヽ   32．2t  2．89ユ  3．94，  42．81  57▲7l  

（●奪）  

平成20年鷹   4，了28   2．102   69．2～   30，8％  2．¢94   4．136   39．4ヽ   60．6ヽ   
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3．外部人材の活用による助言について  

弁護士や医師等の外部人材の活用については、助言ありとする市区町村が416か所  

（23．1％）となっている。  

（上段：該当区分での割合  下段：市区町村数）  

規 模 区 分  

人口30万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区   町   
合 計  

村   指定都市   

35．1％   24．0％   18．9％   17．8％   57．9％   23．1％  （1）人材活用による   
助言あり   

24   72   124   151   34   416   

76．0％   81．1％   82．2％   42．1％   76．9％  （2）人材活用による   
助言なし   

41   133   393   650   157   8   1．382   

合 計   1000％  1000％  1000％  1000％  1000％  1000％   1000％  



4．夜間・休日の対応について  

（1）夜間・休日の対応状況について  

夜間・休日の対応については、対応している市区町村が1，320か所  

（73．4％）となっている。  

（上段：該当区分での割合  下段ニ        市区町村数）  

規 模 区 分  

人口30万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区   

町   
合 計  

村   指定都市   

①  854％   718％   586％   474％   73．4％  785％    770％  
対応している  

51   175   398   575   112   9   1．320   

②  146％   282％   414％   526％   266％  215％    230％  
特に対応していない  

14   30   119   226   79   10   478   

100．0％   100．0％  
合 計   1000％  1000％  1000％  1000％  1000，i  

ー‾l「   



（2）夜間・休日の対応方法について  

夜間・休日対応を行っている市区町村について、その内容を見ると、「③相談担当  

の職員以外の職員（守衛等）が相談担当の職員に連絡した後、相談担当の職員が対  

応」が1，057か所（58．8％）となっている。  

（上段：該当区分での割合  下段：市区町村数）  

規 模 区 分  

合 計  

人口30万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区   

町   村   指定都市   

①相放担当の隋Åが宿日直  0．5％   0．8％   0．6％   0．5，i  5．3，i  ー＿旦7，も   

により対応  
4   5   12   

②夜Ⅳ卜休日対応用の携帯t話を  4．6，も   63％   68，も   40％   2．6，も  49，i  所持するなどして、相談担当の  

職員が対応  
3   13   35   32  5  0   88   

③相談担当の職員以外の糠Å（守  619％   50．3ウi   211，i   588％  衛等）が相談担当の職員に連絡  

した後、相談担当の職員が対応   32   115   314   496   96   4   1．057   

4．6％   24％   1．0！i   05，も   05％  1．0†i  ④民間の相談機関に対応を委託  

3   5   5   4   0   18   

59！i   23％   14，も  ⑤児童相談所へ転送  19，も  

0   12   12   0   0   35   

‖＝＼   54，も   34！i   47！ち   61＼  
⑥その他   200％          211Ii  

27  9   4   110   

282ウi   414，i   526†も   266％  
⑦特に対応していない   

226   79   10   478   

含 ！十   100．OIi  1000％  1000！も  1000％  1000％  1000†i  1000％  

65  
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5．都道府県（児童相談所等）からの後方支援について   

都道府県（児童相談所等）からの後方支援について、「①児童相談所等の職員による市区  

町村職員研修の実施」は1，329か所（73．9％）、「②児童相談所等の職員による個々  

の事例に対する支援に必要な情報の提供や助言」は1，556か所（86．5％）、「③ケ  

ース検討会議、要保護児童対策地域協議会に児童相談所職員等が参加」は1，605か所  

（89．3％）が「支援を受けている」と回答している。  

規 棲 区 分  

合 計  
人口30万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区  町   村  指定都市   

支援を受けて   754l  766％  816鬼  705，i  628l  842！i  7二19l  
いる  

（D児童相談所等の職員  
49   157   422   565   120   16  1．329  

による市区町村職員 研修の実施                                    あまり支援を  154％  117Ii  95，（  124Ii  141，i  105％  117Ii   受けていない  10  24  49  99  27  2  211  

合 計  908，i  883，（  911！（  829％  770％  947Ii  857，i  
59   181   4了1   664  ．147   18   1540   

支援を受けて   846％  888，i  936％  861，i  660Ii  1000！i  865，i  
②児童相談所等の職員  55   182   484   690   126   19  1．556  

102l   83％  による個々の事例に   
対する支援に必要な  9   21   31   69   20  
情報の提供や助言  

150  

998！（  948Ii  764！i  1000，i  949，（  合 計  985，i  990Ii  
64   203   515   759   146   19   1．70¢   

893，i  支接を受けて   98．5！i  971％  969，i  870！i  665％  895！i  
③ケース検討会譲、妻  64   199   501   697   127   17  1．605  

保護児壬対策地域協   
議会に児童相談所職  

5   12   
Å等が参加  

36   14   69  

995％   合 計  1000，（    992％  915ヽ  738！i  947，i  931％  
65   204   513   733   141   18   1674   

39，i   支援を受けて   46！i    79％  75，（  31＼  105l  67％  
④年間を通じて市区町  3   8   41   60   6   2   120  

24％   41＼  62，i  94％   105†i   55Ii  村に都道府県（又は   

児童相談所）職■を  3   5   21   50   
派遣  

18   2   99  

6：3l   合 計  92＼    120，i  137，（  126Ii  211！i  122l  
6   13   62   110   24   4   219   

支援を受けて  6．8l  13．0％  8．7％  6．9＼  7．g！i  15．8ヽ   

⑤定期的に市区町村に  2   14  67  55   15  3  15（享  

68Ii   77，（   都道府県職Å（又は   

児童相談所）を派遣  5   14   40   65   2   144  

108，i   137！i   167！i  して市区町村を支撲  
合 計      207，（  150％  173，i  263％  

18  

7   28   107   120   33   5   300   

93，i   39，i   31％   46！i  支援を受けて  
いる   14   19   20   25   3   2   83  

4ヰ＼   29！i  37，i  52！i   37，i  ⑥児童相談所への市区  
町村職Åの受け入れ  

9   15   30   10   66  

137†i   合 計  231！i    68l  鋸川  68！i  158！i  83％  
15   28   35   55   13   3   149   

支援を受けて  
⑦国の指針とは別に、  

都道府県独自の市  
46   127   265   304   47   13   802  

区町村向けの児童  93％   53，i   101ヽ  あまり支援を  
家庭相談マニュアル  5   19   42   86   28   ‖＝  

等を作成  合 計  785，i  712％  594％  487！i  393％  737！i  547，i  
51   146   307   390   75   14   983   

89！（   105＼   86ヽ  支捷を受けて  
いる   8   28   46   56   1ヰ   2   154  

⑧その他  102！i   93，i   66，i  94！i   53％   82％  あまり支捷を  
受けていない   7   21   48   53   18   148  

158ヽ   168！i  合 計  23．1％  239，i  182！i  136，i  168％  
15   49   94   109   32   3   302   

市区町村数  65   205   517   801   191   19   1，798   
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6．虐待事例に関する役割分担について   

虐待事例に関し、市区町村と児童相談所の役割分担の取り決めがなされているかどうか  

については、「取り決めはなく、個々の事例ごとに異なる対応になっている」が1，280  

か所（71．2％）となっている。また、市区町村と児童相談所が重なる虐待事例を取り  

扱う際、どちらが事例の主担当であるか明らかにしているかについては、905か所  

（50．3％）の市区町村は個々の事例によって主担当を決めている。  

（上段：該当区分での割合  下段：市区町村数）  

規 模 区 分  

合 計  
人口80万人 以上市区  人口10万人 以上30万人 未満市区  人口10万人 未満市区  町   村  指定都市  

文暮での取り決め   95Ii   65ヽ   85ヽ  1コ8ヽ  ‖＝ヽ      37ヽ  3†6＼  
29   49   52   7   6   152  

文暮はないが一応決められ  369ヽ  302㌔  219Ii  167％  131ヽ  421Ii  20ヰヽ   
（か市町村と児童相談所  

の役割分担について  24   62   113   134   25   8   366  

の取り決め   取り決めはなく、個々の事例ごと  492，i  5561  68†＼  768l  832，i  ？63ヽ  7121  
に異なる対応になっている   32   114   355   615   159   5  1．280  

合 計   1000，i  1000％  1000Ii  1000％  1000，i  1000l  1000，i  
65   205   517   801   191   19  1．798   

明らかにしている  92％  151＼   97！i   64ヽ   47†i  211％   84l  

（文書等でルールを明紀）  6   31   50   51   9   4   151  

明らかにしている   44．6％  一jO．0≠  30．2％  20．0≠  115ヽ  47．4≠  25．51i  

②市町村と児手相談所  29   82   156   160   22   9   458  
が重なる事例を取リ  
扱う際、どちらが主  7．7！i  54＼  112！i  201，i  257，i  158％  

担当か明らかにして  5   58   161   49  284  
いるか  

個々の事例による   385％  395ヽ  489†i  536ヽ  58‖i  316ヽ  503†i  
25   8l   25a   429   111   6   905  

合 苫十   1000Ii  1000～  1000，i  1000ヽ  1000？i  1000％  1000）i  

65   205   517   801   191   19  1．798   

市区町村数  65   205   517   801   191   19  1．798   
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【参考】市町村児童家庭相談件数（平成20年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）より抜粋）  

平成20年度に全国の市町村が受け付けた児童家庭に関する相談受付件数は約27万件（対前  

年度比1，483件減）、うち児童虐待に関する相談受付件数は51，620件（対前年度比1，500件増）。  
また、相談を受け付けた後、具体的な援助内容（助言指導・児童相談所等への送敦等）を決定し  

た相談対応件数は約28万件（対前年度比2，287件減）、うち児童虐待に関する相談対応件数は  

53，020件（対前年度比1，402件増）となっている。  

受付件数  対応件数  

総：教（影  児士虐待相談  その他の■相談  総∵数 ③  児童一虐待相談  その他の相談  
肉   の－（芝）  

北 海；圭   

床）   8）一店）  

8＿845   1．425   7．420   9．078   1．463   7．615   
1＿799   82   1＿717   

岩 手 県   
179a   82   1＿716  

1．504   488   l．018   l．560   483   1．077   

2．618   759   1．859   2．655   767   1．888   

秋 田l■   1．521   212   1．309   1．515   

形 県   
208   1．307   

1．993   

トー＝  －－・  

221   1．7了2   1．966   211   1．755  

2．692   420   2．272   2．691   417   2．274   

4．204   820   3．384   4．352   

栃 末 県   
857   3．495  

1．832   445   1．387   1．839   452   1．387   

2．716   539   2．177   2．709   528   2．181   

揃 玉！■   9．415   1．883   7．532   9．427   1．890   7．537   

羊 璽巨！■   6．600   1．976   4．624   7．056   2．160   

藁二 責：割   

4．896  

29．424   4．705   24．719   28．366   4．838   23．528   

神童川！農   5．783   l＿589   4．214   6．270   1．827   

新；縫 県   

4．443  

4．694   657   4．037   4．731   680   4．051   

富 山 県   2．364   348   2．016   2．406   387   2．019   

；E 川 県   1．248   240   1．008   

福 井 県   
1．239   238   1．001  

1．264   183   l．08l   l．328   

山 型！■   

190   1．】38  

1．620   298   1．322   1．790   

豊 野 県   
363   1．427  

5．318   721   4．59了   5．487   724   4．763   

4．661   599   4．062   4．900   

静 間】県   
618   4．282  

3．924   1．014   2．910   4．017   1．024   2．993   

5＿874   1＿658   4．216   6．050   1．699   4．351   

4．928  849  4．079  4．944  855  4．089   
5．107   2．307   2．800   5．108   2．307   2．801   

東 都 府   2＿015   728   1．287   2＿015   728   1．287   

16．813   5．907   10．906   16．947   5．950   10．997   

丘Ii！■   23．489   2．612   20．877   23．490   2．612   20．878   
奈 良 県   6．425   728   5．899   6．425   了26   5．699   

和＝牧山県   1．780   305   1．475   1．799   

取 県   
310   1．489   

888   137   751   

月■ 租 皇■   
884   142   742  

1．253   251   1．002   1．253   251   1．002   

2．052   1．080   972   2．052   l．080   

広 島 県   
972  

2．905   756   2．149   2．906   746   2．160   

山 口 県   1．709   375   1．334   l．580   

竃恵」■l■   

379   1．201  

1．245   232   1．013   1．297   232   1．065   

香 川 県   1．455   458   997   1．495   

愛 姓 県   
477   1．018  

1．420   327   1．093   1．398   320   1．078   

1＿779   446   1＿333   1．774   

福 歴Il■   

445   1．329  

9．363   1．310   8．053   10．278   1．341   8．937   

1．167   216   95l   1．260   

長 峰 県   
214   1．046  

2．299   393   1．906   2．255   381   1．874   

3．318   689   2．829   3．420   

大 分 県   
712   2．708  

2．433   588   1．845   2．440   599   1．841   

1．706   513   1．193   1．659   

鹿児上■l■   

544   1，115  

2．522   422   2．100   2．522   323   2．199   

2．122   556   1．566   2．136   572   1．564   

書旨定都市（別椙）  
♯Ll是 市   748   53   695   748   53   695   

仙 台 市   922   309   613   922   309   613   

きいたまl右   526   247   279   

羊 糞 市   
534   251   283  

1．330   542   788   1．374   

市   
550   824   

22．156   338   21．818   24．014   763   23．251   

川 崎 市   4．987   645   4．342   5．081   

新 王点 前   
656   4．425  

285   16a   l17   285   168   117   
1．342   255   1＿087   1．342   255   1．087   

浜 松 市   1．120   123   997   1．130   

名古屋】右   
135   995  

1．143   705   438   1．861   481   1．380   

1．808   827   98l   2．004   

大 阪 市   
916   1．088  

4．686   1．196   3．490   4．809   1．166   3．643   

2．910   1．093   1．817   2．910   1．093   1．817   

8．817   645   8．172   8．817   

ーー■   
645   8．172  

839   139   700   787   132   655   

北九州市   2．198   443   1．755   2．198   

ヰ言 問 市   
443   1．755  

1．810   402   1．408   1．980   

中二陵市一男国手邑）  

525   1．455  

586   2．242   127   2．115   

21且744  2776n5   ●  ●   22451i5   

平成19年雇   271．847   50．120   221．727   279．892 51．618  228．274   

対前年度   ▲1．483   1．500   ▲2．983   ▲2．287 l．402  ▲3．689   
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